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特定事業（千葉市新港学校給食センター整備事業）の選定について 

 

 

１ 事業概要 

千葉市新港学校給食センター整備事業（以下「本事業」という。）は、より豊かで安全

な学校給食の実現を目的とし、学校給食センターの再編・整備計画の一環として、千葉市

美浜区新港に学校給食センターを整備するものである。 

本事業は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法

律第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき、ＰＦＩ事業者（以下「事業者」とい

う。）が本給食センターを整備し、運営期間内において施設の維持管理及び運営を行うも

のである。 

なお、事業は以下の点を十分に踏まえ、実施するものとする。 

① 食品衛生上の技術的水準を高めるための、ドライシステム及び汚染・非汚染区域

の明確なゾーニングの導入 

② ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis Critical Control Point）の概念を取り入れた衛生

管理への対応 

③ 施設の防音・脱臭を考慮した近隣との共生 

④ 省エネルギー化 

⑤ 生ごみの減量化及び再資源化への対応 

 

（１） 整備内容 

ア 建設予定地：千葉県千葉市美浜区新港 62 番地 

イ 敷地面積 ：6,643.32 ㎡（現況 6,635.39 ㎡） 

ウ 供給能力 ：10,000 食／日 

 

（２） 事業方式 

ア 施設は、特定事業を実施する事業者が所有する。 

ＢＯＴ（Build Operate Transfer）方式とする。 

イ 事業期間は、次のとおりとする。 

・ 施設整備期間 平成 20 年 10 月から平成 22 年 6月まで 21 ヶ月間 

・ 開 業 準 備 平成 22 年 7 月から平成 22 年 9 月まで 3ヶ月間 

・ 運 営 期 間 平成 22 年 10 月から平成 37 年 9 月まで 15 年間 

ウ 事業者の収入形態は、サービス購入に対する対価とする。 



２ 市が直接事業を実施する場合とＰＦＩで実施する場合の評価 

 

（１） 評価方法 

ア 本事業をＰＦＩ法に基づく事業（以下「ＰＦＩ事業」という。）として実施する

ことにより、公共サービスの水準の向上を期待できること、及び事業期間を通じた

市の財政負担の縮減を期待できることを選定の基準とした。具体的には、次により

評価を行った。 

（ア）ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 

（イ）市の財政負担見込額による定量的評価 

（ウ）事業者に移転するリスクの評価 

（エ）上記による総合的評価 

イ 市の財政負担見込額の算定に当たっては、事業者からの税収その他の収入等の適

切な調整を行い、将来の費用と見込まれる財政負担の総額を算出のうえ、これを現

在価値に換算することにより評価を行った。 

 

（２） ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 

公共サービスの水準については、事業者が有する給食事業の運営能力を活かし、給食

サービスの水準向上、良好な衛生管理体制の構築、環境問題への対応等を、安定的か

つ継続的に図ることが期待できる。 

 

（３） 市の財政負担見込額による定量的評価 

ア 市の財政負担額算定の前提条件 

本事業を市が直接実施する場合及びＰＦＩ事業として実施する場合の財政負担額

の算定に当たり、設定した主な前提条件は次の表のとおりである。 

なお、これらの前提条件は、市が独自に設定したものであり、実際の事業者の提案

内容を制約するものではない。 



市の財政負担額算定の前提条件 

 

 市が直接実施する場合 PFI 事業として実施する場合 

財政負担額の主な内訳 ①設計費 

②工事費 

③運営人件費 

④管理運営費 

①設計費 

②工事費 

③開業準備費 

④運営人件費 

⑤管理運営費 

⑥審査委員会運営費 

⑦アドバイザー費 

⑧モニタリング費 

⑨減価償却費 

⑩公租公課 

共通の条件 ①事業期間 17 年間（工事期

間 2年、運営期間 15 年間） 

②敷地面積 6,643,32 ㎡ 

（現況 6,635.39 ㎡） 

③供給能力 10,000 食／日 

④割引率 4% 

 

資金調達に関する事項 ①交付金 

②一般財源 

③起債 

・償還年数 15 年 

・固定金利 

①資本金 

②借入金 

・償還年数 15 年 

・固定金利 

設計・建設に関する事項 概略の施設基本計画を策定

し，同規模･同用途の事業に

おける実績値等を勘案して

算定 

運営人件費に関する事項 実施に必要な人員数等を設

定するとともに単価実績等

を勘案して設定 

管理運営費に関する事項 既存センターの予算から床

面積単価を算定すること等

により設定 

市が直接実施する場合に比

べ一定割合の縮減が実現す

るものとして設定 

 



イ 市の財政負担の比較 

前掲の前提条件に基づく財政負担の削減効果に、PFI 事業として実施することによ

るリスク移転の効果を加えて比較すると、以下のとおりとなる。ここでは、市が直接

実施する場合の財政負担額を１００とし、指標により比較を行う。 

  

 財政負担の比較 
市が直接実施する場合 １００ 
ＰＦＩ事業として実施する場合 ９４ 

 

 

（４） 事業者に移転するリスクの評価 

ＰＦＩ事業として実施する場合は、市が直接実施する場合に市が負担するリスクの一

部を事業者に移転して実施する。 

ＰＦＩ事業として実施する場合に事業者が負担するリスクは、事業者が、市よりも効

果的かつ効率的に管理可能であるものを対象としており、事業者が有するリスクコン

トロール及びリスクヘッジのノウハウを活かすことで、顕在化の抑制、顕在時被害額

の抑制が期待できる。 

リスク移転の効果は、移転するリスクを定量化した上で財政負担の見込額に加算して

いる。 

 

（５） 総合的評価 

本事業は、ＰＦＩ事業として実施することにより、市が直接実施する場合に比べ、事

業期間全体を通じた市の財政負担額について、約６％の縮減を期待することができる

とともに、公共サービスの水準の向上、効果的かつ効率的なリスク負担も期待するこ

とができる。 

したがって、本事業をＰＦＩ事業として実施することが適当であると認められるため、

ＰＦＩ法第６条に基づく特定事業として選定する。 
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